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修正内容 土木工事標準積算基準書 千葉市 
 
Ⅳ-3—⑤-1 
 
路上路盤再生工 
 
記載の追加 
 
１．適用範囲 

本資料は，スタビライザ
による路上混合作業の
路上路盤再生工に適用

する。 
1－1 適用出来る範囲 
(1) スタビライザによ

る混合深さ40㎝以下の
場合 
(2) 既設アスファルト

舗装版を同時に混合す
る際の舗装版厚が15㎝
以下の場合 

1－2 適用出来ない場合 
(1) 路上路盤再生工の
一連作業を即日で施工

する場合（急速施工） 
なお，一連作業とはアス
ファルト舗装切削工か

ら路上路盤再生工，アス
ファルト舗装工までの
施工である。 

 

 

 


